
日本の林業遺産を知ろう

渋江政光の言葉が刻まれている第2回全国育樹祭記念碑

　
　
江
政
光
は
安
土
桃
山
時
代
の
１
５ 

　
　
　
７
４
年
に
下
野
国
（
栃
木
県
）
で

生
ま
れ
ま
し
た
。
１
５
８
９
年
、
16
歳
の

時
に
常
陸
（
茨
城
県
）
に
移
り
、
藩
主
佐

竹
義
宣
の
家
来
に
な
り
、
佐
竹
家
の
重
臣

で
あ
っ
た
渋
江
家
の
養
子
と
な
り
ま
す
。

１
６
０
２
年
、
佐
竹
義
宣
が
徳
川
家
康
か

ら
突
然
国
替
の
命
令
を
受
け
、
秋
田
藩
に

転
封
さ
れ
、
政
光
（
29
歳
）
も
秋
田
に
向

か
い
ま
す
。
１
６
０
７
年
に
は
家
老
と
な

り
、
秋
田
藩
内
を
く
ま
な
く
調
査
す
る
な

ど
、
藩
財
政
の
確
立
に
関
す
る
方
策
の
検

討
に
尽
力
し
ま
し
た
。
１
６
１
４
年
７
月

13
日
、
政
光
が
大
坂
冬
の
陣
に
出
か
け
る

前
夜
に
、
部
下
で
あ
っ
た
黒
澤
道
家
に
遺

言
を
託
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
澁
江
政
光

之
遺
言　
黒
澤
道
家
之
覚
書
」
で
あ
り
、

林
業
遺
産
と
な
っ
た
古
文
書
の
一
つ
と
な

り
ま
す
。
結
局
政
光
自
身
は
、
１
６
１
４

年
11
月
26
日
、
大
坂
冬
の
陣
で
戦
死
し
て

い
ま
す
。
41
歳
で
し
た
。

　
　
の
遺
言
は
、
政
光
が
部
下
に
書
き

　
　
　
留
め
る
よ
う
指
示
し
た
も
の
で
、

林
業
に
関
す
る
重
要
な
思
想
が
表
現
さ
れ

て
い
ま
す
。

い
ま
だ
戦
乱
の
治
ま
ら
な
い
江
戸
初
期

の
慶
長
時
代
に
、
政
光
が
唱
え
た
林
業
保

続
の
思
想
の
存
在
は
注
目
に
値
す
る
も
の

で
す
。
ま
た
、
農
業
を
経
済
の
基
本
と
し

て
い
た
当
時
に
お
い
て
、
森
林
を
重
視
し
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た
政
光
の
林
業
思
想
は
、
彼
の
「
国
の
宝

は
山
な
り
山
の
衰
え
は
す
な
わ
ち
国
の
衰

え
な
り
」
と
い
う
林
業
観
に
よ
っ
て
最
も

端
的
に
言
い
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
田
藩
で
は
、
１
７
１
２
年
（
正
徳

　
　
　
２
年
）
の
正
徳
の
改
革
、
１
７
６

１
年
（
宝
暦
11
年
）
の
宝
暦
の
改
革
、
そ

し
て
１
８
０
５
年
（
文
化
２
年
）
の
文
化

の
改
革
と
３
回
の
林
政
改
革
が
実
施
さ
れ

ま
し
た
が
、
最
後
の
文
化
の
改
革
が
最
も

成
功
し
、
秋
田
藩
山
林
復
興
の
基
礎
を
築

い
た
と
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

を
実
施
し
た
の
が
、
木
山
方
吟
味
役
で
あ

っ
た
賀
藤
景
林
と
そ
の
子 

景
琴
で
す
。

政
光
の
遺
言
か
ら
約
２
０
０
年
後
と
な

る
文
化
の
林
政
改
革
に
お
い
て
、
景
林
が

山
林
を
保
護
す
る
制
度
を
打
ち
立
て
る

際
、
政
光
の
遣
言
の
一
部
を
引
用
し
、
森

林
資
源
の
保
全
を
求
め
た
の
が
、「
山
林

盛
衰
之
大
凡
考　
木
山
方
以
来
覚
」
で
あ

り
、
こ
ち
ら
も
林
業
遺
産
を
構
成
す
る
二

つ
目
の
古
文
書
と
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
取
組
が
実
を
結
び
、
天
然
秋

田
杉
材
は
、
徳
川
幕
府
に
軍
役
と
し
て
上

納
さ
れ
た
ほ
か
、
江
戸
や
上
方
で
も
販
売

さ
れ
、ま
た
、久
保
田（
現
秋
田
市
）城
下

町
の
建
設
や
藩
内
の
鉱
山
開
発
な
ど
に
も

大
量
に
使
用
さ
れ
、
秋
田
藩
に
と
っ
て
最

も
重
要
な
資
源
の
一
つ
と
な
り
ま
し
た
。

　
　
６
０
２
年
か
ら
１
８
６
９
年
の
版

　
　
　
籍
奉
還
ま
で
、
12
代
、
２
６
７
年

間
続
い
た
秋
田
藩
20
万
石
、
佐
竹
氏
の
居

城
、
久
保
田
城
跡
は
、
現
在
秋
田
市
が
管

理
す
る
千
秋
公
園
と
な
っ
て
い
ま
す
。
公

園
内
に
は
、
大
坂
冬
の
陣
で
政
光
が
亡
く

な
っ
て
か
ら
３
０
０
年
を
記
念
し
、
１
９

１
３
年
に
建
立
さ
れ
た
石
碑
が
設
置
さ
れ

て
い
ま
す
。

渋ま
た
１
９
７
８
年
に
は
、
秋
田
県
の
田

沢
湖
町
で
開
催
さ
れ
た
第
２
回
全
国
育
樹

祭
に
お
い
て
、皇
太
子
明
仁
親
王
殿
下（
現

在
の
上
皇
陛
下
）
が
お
言
葉
の
中
で
政
光

の
遺
言
を
引
用
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ

を
記
念
す
る
石
碑
も
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
石
碑
も
林
業
遺
産
の
構
成
資
産

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
田
藩
創
始
期
に
お
け
る
藩
主
佐
竹

　
　
　
義
宣
と
そ
の
家
臣
渋
江
政
光
の
森

林
資
源
重
視
の
基
本
方
針
は
、
秋
田
藩
の

み
な
ら
ず
江
戸
時
代
の
林
業
思
想
史
の
冒

頭
を
飾
る
も
の
と
し
て
、
歴
史
的
に
も
重

要
な
意
義
を
持
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代

初
期
の
二
大
林
業
思
想
家
と
し
て
、
熊
沢

蕃
山
（
１
６
１
１
〜
１
６
９
１
年
）
と
山

鹿
素
行
（
１
６
２
２
〜
１
６
８
５
年
）
が

い
ま
す
が
、
政
光
は
、
彼
ら
に
も
先
行
し

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
古
文
書
と
石
碑
が
林
業
遺
産

に
登
録
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
森
林
は
循

環
利
用
が
可
能
な
資
源
で
あ
る
と
し
て
そ

の
重
要
性
を
国
民
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
い
ま
す
。
４
０
０
年
以
上
も
前
の

言
葉
で
す
が
、
今
も
な
お
秋
田
県
の
み
な

ら
ず
日
本
に
お
け
る
森
林
・
林
業
の
あ
り

方
を
示
す
大
切
な
遺
産
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

※

「
江
戸
時
代
に
お
け
る
林
業
思
想
（
そ
の
一
）

　
澁
江
政
光
」
德
川
宗
敬
著
か
ら
一
部
引
用
。

林業
遺産
林
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（左）澁江正光之遺言　（右）山林盛衰之大凡考

「
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林
盛
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考
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（
抜
粋
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県
公
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光
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。

か
と
う  

か
げ
し
げ
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秋
「
澁
江
政
光
之
遺
言
　
黒
澤
道
家
之
覚
書
」
の
写
し
（
抜
粋
）（
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
）

秋

1

〈
現
代
語
訳
〉

「
国
の
宝
は
山
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
伐
り

尽
く
し
て
し
ま
え
ば
、
役
に
立
た
な
い
。
山
林
資

源
は
枯
渇
す
る
前
に
備
蓄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
山
の
衰
え
は
す
な
わ
ち
国
の
衰
え
で
あ
る
。」

と
代
々
伝
わ
っ
て
き
た
渋
江
政
光
の
書
物
に
書
き

記
さ
れ
て
い
る
。
言
葉
は
単
純
明
快
で
、
ま
た
極

め
て
当
然
な
考
え
方
で
あ
る
と
い
え
る
。

澁江政光君三百年祭記念碑

〈
現
代
語
訳
〉

国
の
宝
は
山
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、伐
り
尽
く
し
て
し
ま
え
ば
、

役
に
立
た
な
い
。
尽
く
さ
な
い
方

法
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
伝
え
た

よ
う
に
郡
役
を
設
置
す
べ
き
で
あ

る
。
こ
の
基
本
を
失
わ
な
い
こ
と

が
第
一
で
あ
る
。
山
林
の
実
態
を

正
し
く
把
握
し
な
け
れ
ば
、
自
滅

し
、
資
源
は
枯
渇
し
て
し
ま
う
。

山
の
衰
え
は
す
な
わ
ち
国
の
衰
え

で
あ
る
。
こ
れ
を
知
っ
て
い
る
者

は
極
め
て
少
な
い
。




